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内容　20歳以上60歳未満の人が会社を退職し、
農業者、自営業者、学生、無職などになった場合
は、国民年金被保険者への切り替え手続きが必
要です。お早めにお手続きをお願いします。
必要なもの
　▶運転免許証などの身分証明書
　▶厚生年金保険等資格喪失証明書

市民課 840-8125 1532

国民年金への切り替え手続きを
ご存じですか？
国民年金への切り替え手続きを
ご存じですか？

その他　代理人が申請する場合
は、委任状が必要です。また、
切り替え手続き時に国民年金
保険料の免除申請を行う場合
は、離職票が必要です。

内容　平日夜間および休日の交付窓口を開設しま
す。仕事や通学などで平日に受け取りが困難な
人は、ぜひご利用ください。なお、受け取りは事
前の電話予約が必要です。
夜間窓口開設日　5月13日（水）・28日（木）
　　　　　　　　6月9日（火）・24日（水）
夜間窓口開設時間　17時15分～19時
休日窓口開設日　5月16日（土）・24日（日）
　　　　　　　　6月13日（土）・28日（日）
休日窓口開設時間
　9時30分～12時
交付場所
　市役所1階　市民課窓口

市民課 840-8247 10056

マイナンバーカードの
夜間・休日窓口を開設します
マイナンバーカードの
夜間・休日窓口を開設します

内容　帯状疱疹の予防接種がスタートしました。5
月中に対象者へ順次、予診票を送付します。
対象者　市内に住民登録のある人で、①～③のい
ずれかに該当する人

　①令和9年3月31日までに65歳を迎える人
　②満60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全
　ウイルスによる免疫機能に障害を有する人

　③令和9年3月31日までに70・75・80・85・90・
　95・100歳を迎える人
接種期限　令和9年3月31日
接種方法　指定医療機関へ予約の上、個別接種
接種料金
　生ワクチン4,000円／不活化ワクチン11,000円
接種回数　生ワクチン1回／不活化ワクチン2回

健康推進課 840-8126 28403

帯状疱疹予防ワクチンの
接種がスタートしました
帯状疱疹予防ワクチンの
接種がスタートしました

その他　対象者②に該当する人は
申請が必要です。また、生活保
護受給者および中国残留邦人等
支援給付受給者は、受給証明書
を提示することで無料となります。

内容　5月31日（日）は世界禁煙デーです。ご自身
の健康はもちろん、子どもや周囲の人の健康を守
るために禁煙にチャレンジしてみませんか?また、
糸満市では世界禁煙デーに合わせてパネル展や
ニコチン依存度テスト、血圧測定など健康に関す
る相談を受け付けます。来庁される際に、ぜひお
立ち寄りください。

パネル展示期間　5月25日（月）～29日（金）
健康相談受付日　5月28日（木）
健康相談受付場所　市役所1階　市民ホール

健康推進課 840-8126 28419

5月31日は世界禁煙デーです5月31日は世界禁煙デーです

内容　令和8年度糸満市営住宅入居者を追加募
集します。入居資格などの詳しい内容については
「入居者追加募集のしおり」をご確認ください。
追加募集予定の市営住宅　福地市営住宅
しおり配布・応募期間
　5月18日（月）～29日（金）
抽選予定日
　6月5日（金）

まちづくり課 994-8230 29724

糸満市営住宅の入居者を
追加募集します
糸満市営住宅の入居者を
追加募集します

内容　5月以降に保育施設へ入所するための利用
保育こども園課 840-8131 32254

保育施設の利用申し込みは
お早めに！
保育施設の利用申し込みは
お早めに！

申し込みは、入所希望月の前々
月末までです。申し込みに必要
な書類も、期限までにご提出を
お願いします。

内容　この基金は、子どもが生まれ
育った環境に左右されることな
く、自らの未来に夢と希望を持ち、

こども未来課 840-8191 27181

子どもの未来応援基金に
ご協力ください
子どもの未来応援基金に
ご協力ください

子どもの健全育成を社会全体で支えるため、設
置されました。個人・法人などの皆さんからの寄
付を、糸満市の未来を担う子どもたちが健やかに
成長できる環境と、安心して子育てができる環境
づくりに役立てています。寄付は随時受け付けて
います。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
寄付の申し込み方法
　こども未来課窓口へ必要書類を提出

内容　保育施設の入所申請を双子で行う場合、入
所選考の指数を加点します。申請時にお申し出く
ださい。また、保育料無償化の対象外となる0歳
児から2歳児までの課税世帯が、兄弟姉妹で利
用する場合、負担軽減を図っています。

その他　所得で兄弟姉妹の数え方が異なります。

保育こども園課 840-8131 26100

保育施設入所選考の調整や
負担軽減について
保育施設入所選考の調整や
負担軽減について

内容　医療的ケア児とは、日常生活でたんの吸引
や経管栄養などの医療的ケアを必要とする状態
にある児童を言います。糸満市の教育・保育施
設では、条件を満たす医療的ケア児の受け入れ
を実施していますので、ご利用を検討されている
場合は、ご相談ください。
対象児童
　▶市内に住所を有している児童
　▶日常的に医療的ケアを必要としている児童
　▶主治医が集団保育の実施が可能と認めた児
　童で、糸満市医療的ケア実施等検討会におい
　て受け入れが可能と判断された児童

保育こども園課 840-8131 35792

医療的ケアが必要な子どもにおける
教育・保育施設の利用はご相談を
医療的ケアが必要な子どもにおける
教育・保育施設の利用はご相談を

内容　「たいせつな 水道守ろう 未来へと」をスロー
ガンに、6月1日（月）から第68回水道週間が展
開されます。糸満市では、同週間に合わせて水
道に関する展示を行います。
展示期間
　6月1日（月）～5日（金）
展示場所
　市役所　上下水道部庁舎ロビー

上下水道部総務課 995-2456 35848

6月1日～7日は
第68回水道週間です
6月1日～7日は
第68回水道週間です

糸満市の総合情報マガジン「広報いとまん」

有料広告募集
1号広告

50mm×170mm規格

2号広告
50mm×85mm規格
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